
 

令和７年度 一般入学・第２次募集 合否判定基準 

 

１．各圏の設定 

Ａ圏 内申点、学力検査点に基づいて募集人員の 80％程度の人数で設定する。 

  Ｂ圏 募集人員の 110％程度で設定し、それからＡ圏を除いたものをＢ圏とする。 

  Ｃ圏 Ａ圏とＢ圏を除いた残りをＣ圏とする。 

 

２．合否判定基準 

 （1）内申点と学力検査点を基にした総合点の高い者から順に審議判定する。 

 （2）Ａ、Ｂの各圏で、下記の「審議事項」にあてはまる者をそれぞれＡ’、Ｂ’とする。 

ア ３年の学習評定に評定「１」のある者 

イ ３カ年通算で無届欠席 10日以上、欠席総数 30日以上のいずれかが該当する者 

ウ 面接での態度等が悪く、評価「Ｃ」の者 

エ 学力検査点で、10 点未満の教科がある者、または、５教科の合計点が 100 点未満の者 

オ 行動等の記録に好ましくない記載がある者。または３カ年の行動の記録に○がない者 

（3）Ｃ圏の中で下記の「審議事項」のいずれかに該当する者は審議の対象となる場合がある。 

ア 観点別学習状況が著しく良い者 

イ 学力検査点が著しく高い者 

ウ 内申点が著しく高い者 

エ 行動等の記録が著しく良い者 

 

３．判定方法 

（1）志願倍率の高い学科から審議、同率であれば学力検査点の平均点が高い学科から審議する。 

（2）Ａ圏より審議し、Ａ圏で審議事項がない者は合格とする。ただし、第二志望の者は、Ｂ圏と

して扱う。 

（3）次に「Ａ’、Ｂ圏の者」のうち、内申点と学力検査点を基にした総合点の高い者から順に 

審議し、合格者または保留者を決定する。 

（4）「上記（3）の保留者、Ｂ’、Ｃ圏の者」のうち、内申点と学力検査点を基にした総合点の高い

者から順に審議し、合計が低い者については調査書、面接資料等で総合的に判断し、合格者を

決定する。 


